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市町村森林整備計画概要図【白井市】①

（　凡　例　）

1 　2 　3

（注）「択伐による複層林施業を推進すべき森林」以外は、
「複層林施業を推進すべき森林（択伐によるものを除く）」とする。

快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
（複層林施業を推進すべき森林（択伐によるものを除く））
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県　　道鉄 道 等

民有林 森林の総合利用施設
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